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記載例 元の戸籍に戻る場合（協議離婚）

串木野 太郎 串木野 花子

クシキノ タロウ クシキノ ハナコ

平成 ２ ５ ２３ 平成 ４ ７ ８

鹿児島県いちき串木野市

昭和通１３３番地１

鹿児島県いちき串木野市

昭和通１３３番地１

鹿児島県いちき串木野市旭町１３３ １

串木野 太郎
鹿児島 三郎

鹿児島 和子

串木野 一郎

串木野 春子

市来 次郎

市来 良子長 二

✔
✔

鹿児島県いちき串木野市湊町１８ 市来 次郎
✔

✔

✔
✔ ✔

串木野 空

串木野 海

串木野 夢

串木野 陸

✔

串木野 太郎 串木野 花子

令和 元 ５

８ ４ １０

鹿児島県いちき串木野市

18歳以上の方2名の署名等が必要です

離婚届出時に「18歳未満の子」
がいる場合は、「離婚後の子育て
の分担」と「親子交流」に関する取
り決めについて、該当する項目に
必ずチェックを入れてください

離婚届出時に「経済的に自立し
ていない子（18歳以上の大学
生の子等も含む）」がいる場合
は、「養育費の分担」に関する取り
決めについて、該当する項目に必
ずチェックを入れてください

離婚届出時に「18歳未満の子」がいる場合は、離婚後の子の
親権に関する取り決めについて、それぞれが理解し、合意している

意思確認をするため、必ず「本人が」チェックを入れてください
※チェックがないと、原則届書を受理できません

署名欄は必ず「本人が」自
分の氏名を書いてください
※本人が書いていないと無
効です

結婚したときに氏を変えた方が戻る本籍（原則、結婚
前の本籍）を記入してください

太枠内は、別居している場
合のみ記入してください

・届書を持参された方の本人確認を行います。官公庁発行の顔写真付き身分証明書
（マイナンバーカード・運転免許証等）をご持参ください。
・市役所の閉庁日や時間外に届出をする場合は、記入内容について、事前に戸籍担当
者に確認してもらうことをお勧めいたします

【記入上の注意】

記入の際は、「黒」のボールペン等消えない筆記
具を使用し、文字や元号は略さずに書いてください。

離婚届出時に「18歳未
満の子」がいる場合は、
必ず親権者について取り
決めをして、該当する欄
に子の氏名を記入してく
ださい


